
八尾市設備投資応援融資制度要綱 

平成 30年４月１日制定 

平成 30年８月１日一部改正 

令和元年８月 26日一部改正 

令和３年４月１日一部改正 

令和３年６月１６日一部改正 

令和４年４月 1日一部改正 

令和５年４月 1日一部改正 

令和７年１月 1日一部改正 

令和８年４月 1日一部改正 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、大阪府中小企業融資制度要綱、チャレンジ応援資金（設備投資応援融資）取扱要領、

チャレンジ応援資金（設備投資応援融資 市町村連携型）実施細則（以下、「大阪府要綱等」という。）に

基づき、八尾市内の中小企業者が必要とする設備資金を融資することにより、本市産業の振興発展に

資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱で、以下に掲げる用語の定義は、以下の定めるところによる。 

中小企業者 

中小企業信用保険法（昭和 25 年法律第 264 号｡以下「保険法」という｡）第２条第１項に規定するものを

いう。ただし風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）第 2条第

5 項に規定する性風俗関連特殊営業、原則として風俗営業及び特定遊興飲食店営業に該当する事業

を営むものを除く。 

（資金措置） 

第３条 八尾市（以下、「市」という。）は、この融資制度（以下、「本融資」という。）を円滑に運営するため、

予算の範囲内において、取扱金融機関に資金を預託する。 

（取扱金融機関） 

第４条 取扱金融機関は、別に定めるとおりとする。 

（信用保証） 

第５条 本融資は、大阪信用保証協会（以下、「保証協会」という。）の信用保証（以下、「保証」という。）に

付するものとする。 

（融資対象） 

第６条 本融資の融資対象は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 一般型 DX・カーボンニュートラル型  

市内において事業を営んでいる中小企業者で、経営基盤の強化に必要な設備を導入し、かつ金

融機関等による融資後のサポートを受けることが可能な方 

なお、DX・カーボンニュートラル型については、DX・カーボンニュートラルに関する資金に限る。 

（２） 計画認定型   

一般型の資格に加えて、以下のいずれかに該当する方（①から④は医療法人および特定非営利活

動法人を除く。） 



①中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画にかかる新事業活動を営む方 

②中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に基づき先端設備等の導入を図 

る方 

③中小企業強靭化法に規定する認定事業継続力強化計画に基づき事業を行う方 

④中小企業強靭化法に規定する認定連携事業継続力強化計画に基づき事業を行う方 

⑤経済産業大臣から情報処理の促進に関する法律第２８条の認定を受けた方 

（融資対象の除外） 

第７条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、融資の対象から除外する。 

(１) 融資対象設備を八尾市外に設置する者 

(２) 許認可等を要する事業を営む者で、その許認可等がない者（申請中であって許認可等を受けるこ

とが確実である場合を除く。） 

(３) 銀行取引停止処分を受け２か年を経過していない場合（原則として、第１回目の不渡を出して 

６カ月を経過していない場合を含む）。 

(４) 原則として、保証協会及び他の保証協会の代位弁済を受け、その求償債務の履行が終わってい

ない場合、また、それらの保証人となっている場合。 

（５） 原則として、保証協会及び他の保証協会の保証付借入金等に延滞等の債務不履行がある場合、

また、それらの保証人となっている場合 

 (6) 暴力的不法行為者及び反社会的勢力が申込む場合、又は申込に際し、いわゆる金融あっ旋屋等

の第三者が介在する場合 

（融資条件） 

第８条 本融資の融資条件は、別表第１及び別表第２に定めるとおりとする。 

（融資の申込等） 

第９条 本融資の融資申込にあたっては、所定の申込書に別表第３に掲げる書類を添付するものとする。 

２ 本融資の申込の受付は、取扱金融機関において行う。 

３ 本融資の申込の受付は常時行うものとする。ただし、特に必要がある場合には、その受付を打ち切り、

又は中止することがある。 

（融資申込み受付の処理） 

第１０条 取扱金融機関は、本融資の申込を受け付けたときは、審査上適当と認めたものを、信用保証依

頼書を添えた信用保証委託申込書及び添付書類等を速やかに保証協会に送付するものとする。 

（信用調査等） 

第１１条 保証協会は、信用保証委託申込書等の送付を受けたときは、速やかに信用調査等を行い、保

証の可否及び保証の額を査定するものとする。 

２ 保証協会は、保証の可否に係わらず、前項の結果を市に報告するものとする。 

（融資決定等） 

第１２条  取扱金融機関は、前条第１項の査定の結果に基づき、保証協会と協議の上、本融資の決定を

行うものとする。 

２ 保証協会は、本融資が決定したときは、速やかに取扱金融機関に信用保証書を発行するものとする。 

３ 取扱金融機関は、前項の信用保証書を受領したときは、速やかに融資を実行するものとする。 

（融資申込者及び連帯保証人の遵守事項） 

第１３条 融資申込者及び連帯保証人は、この要綱及び大阪府要綱等並びに保証協会及び取扱金融機



関と締結する本融資に関する約定等を遵守するとともに、本融資申込時及び本融資実行後、市及び保

証協会並びに取扱金融機関が必要に応じ実施する本融資に関する調査に協力しなければならない。 

２ 融資申込者は、本融資実行後、取扱金融機関又は保証協会の求めがあった場合は、速やかに決算

書又は確定申告書の写しを提出するものとする。 

（取扱金融機関の協力事項等）  

第１４条 取扱金融機関は、本融資の趣旨を踏まえ、融資先中小企業者のフォローアップに努めるととも

に、この要綱及び大阪府要綱等並びに融資申込者、連帯保証人及び保証協会と締結する本融資に関

する約定等を遵守し、かつ、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。 

(１) 市又は保証協会から調査依頼があった場合は、速やかに調査を行うこと。 

(２) 融資に当たっては、拘束性預金を徴求しないこと。 

（返済猶予措置・条件変更措置） 

第１５条 保証協会及び取扱金融機関は、本融資の利用者が経済環境の変化又は不測の事態により経

営等に困難を生じた場合、協議の上、返済猶予措置を講ずることができる。 

（状況報告等） 

第１６条 市は必要に応じ、保証協会に保証状況の報告等を依頼することができる。 

２ 保証協会及び取扱金融機関は、本融資に関し、不正利用があることを知ったときは、速やかに市に報 

告するものとする。 

３ 市は、本融資に関し必要と認めるときは、保証協会及び取扱金融機関に対し報告又は資料の提出を 

求めることができる。 

（融資の取消し、融資金の返還） 

第１７条 市は、次の各号のいずれかに該当することを知ったときは保証協会及び取扱金融機関にその

内容を通知するものとする。 

(１) 融資を受けた者が当該融資条件等に規定される承認等を取消された場合 

(２) 市が、融資を受けた者の当該融資条件等に規定される承認等を取消した場合 

２ 取扱金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、融資を取消し、融資金の全部又は一部を

返還させることができる。 

 (１) 前項の各号のいずれかに該当する場合 

 (２) 融資を受けた者が融資金を他の用途に使用していることを知った場合 

（委任） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか本融資に関し必要な事項は、市、保証協会及び取扱金融機関等

の協議により定めるものとする。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成 30年４月１日から施行し、同日から適用する。 

（施行期日） 

 この要綱は、平成 30年８月１日から施行する。 

（施行期日） 



 この要綱は、令和元年８月 26日から施行する。 

（施行期日） 

   この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

   この要綱は、令和３年６月１６日から施行する。 

（施行期日） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要綱は、令和７年１月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。



別表第１（第８条関係） 

資 金 使 途 

設備資金・付随する運転資金（設備資金の原則 1/2以内） 
※融資対象①に該当する場合は、中小企業等経営強化法に規定する認定経

営力向上計画に係る新事業活動に必要な資金に限る。 

※融資対象②に該当する場合、設備資金に付随する運転資金は対象外 

限 度 額 

２，０００万円以内（無担保） 

（一般型 DX・カーボンニュートラル型と計画認定型合算で２，０００万円

以内） 

融 資 利 率 年１．４５％以下の取扱金融機関所定金利より▲０．４５％（固定金利） 

融 資 期 間 
一般型  DX・カーボンニュートラル型   ８４カ月以内 

計画認定型 １２０カ月以内 

返 済 方 法 毎月元金均等分割返済（据置期間は１２カ月以内） 

担  保 原則、不要 

連帯保証人 別表第２に定めるもの 

信用保証料 

一般型  保証協会所定 なお、DX・カーボンニュートラル型については保

証協会の定める割引の対象となります 

計画認定型   年０．７％ 

 

 

別表第２（第８条関係） 

申 込 区 分 連帯保証人 

個  人 

原則として、連帯保証人を徴求しないものとする。 

ただし、必要に応じて次に掲げる者は徴求するものとする。 

 

(1) 実質的な経営権を持っている者や営業許可名義人 

(2) 申込人と共に当該事業に従事する配偶者 

(3) 本人に健康上の理由がある場合の事業承継予定者 など 

株式会社 

特例有限会社 

合名会社 

合資会社 

合同会社 

士業法人 

医療法人 

特定非営利活動法人 

原則として、法人代表者以外の連帯保証人を徴求しないものとする。 

ただし、必要に応じて次に掲げる者は徴求するものとする。 

 

(1) 実質的な経営権を持っている者や営業許可名義人 

(2) 申込人と共に当該事業に従事する配偶者 

(3) 法人代表者に健康上の理由がある場合の事業承継予定者 など 

組  合 

原則として、代表理事以外の連帯保証人を徴求しないものとする。 

ただし、必要に応じて次に掲げる者は徴求するものとする。 

 

(1) 個々の組合の実情に応じ代表理事以外の他の理事が連帯保証人として必

要と判断される場合 



別表第３（第９条関係） 

融 資 申 込 添 付 書 類 必要数 

(1) 印鑑証明書（注①） 
申込人 １ 

連帯保証人・担保提供者 1 

(2) 保証人等明細 １ 

(3) 申込人（企業）概要（前回保証時から変更ない場合は省略可） １ 

(4) 資産・負債および収入・支出（取扱金融機関の同意がある場合等は省略可） １ 

(5) 申込者の納税証明書等（注②）（注-１） １ 

(6) 法人の場合 

（注③） 

履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本） 

保証協会用１通、 

取扱金融機関用１通（取扱金融機関の同意がある場合は省略可） 

２ 

(7) 法人の場合 

決算書及び附属明細書（写） 

決算を２期以上している場合は直近２期分 

保証協会用１通、 

取扱金融機関用１通（取扱金融機関の同意がある場合等は省略可） 

確定申告書（別表の主要なものの写） 

申告を２期以上している場合は直近２期分 

保協会用１通、 

取扱金融機関用１通（取扱金融機関の同意がある場合等は省略可） 

２ 

(8) 個人の場合 

確定申告書（写） 

申告を２期以上している場合は直近２期分 

保証協会用１通、 

取扱金融機関用１通（取扱金融機関の同意がある場合等は省略可） 

２ 

(9) 信用保証委託契約書（令和３年７月１日保証申込分より、貸付実行時に作成のうえ提出） 1 

(10) 同意書（注④） 

・個人情報の取扱いに関する同意書 （保証協会用） 

・個人情報の提供に関する同意書  （金融機関用） 

各１ 

(11) 見積書（写）等 １ 

(12) 申込時点において保証協会の利用がない場合、申込人（法人にあっては代表者）の住民票

抄本（前住所が確認できるもの）（写し可、原則発行後３カ月以内のもの）（取扱金融機関の同

意がある場合等は省略可） 

1 

(13) 申込人（法人にあって代表者）及び連帯保証人が外国人の場合、在留資格及び、在留期間

が確認できる住民票抄本（原則、発行後３カ月以内のもの）または在留カード若しくは特別永住

者証明書のいずれかの写し。 

1 

（14） 従業員数確認書類 

１．大阪府中小企業者向け融資制度の申込時に従業員数が次の（１）から（４）のいずれかに該

当するものについては、下記２の確認書類（写）の添付を必要とする。 

（１）小売業を主たる事業とする会社にあっては、資本金が５，０００万円を超えているものであ 

って、かつ、従業員数が、４５人を超えているもの。 

（２）サービス業を主たる事業とする会社にあっては、資本金が５，０００万円を超えているもの 

であって、かつ、従業員数が、９０人を超えているもの。 

（３）卸売業を主たる事業とする会社にあっては、資本金が１億円を超えているものであって、 

かつ、従業員数が、９０人を超えているもの。 

（４）小売業、サービス業又は卸売業以外の事業を主たる事業とする会社にあっては、資 

本金が３億円を超えているものであって、かつ、従業員数が、２７０人を超えているもの。 

２．確認書類 

原則として次の（１）又は（２）の書類とするが、（３）から（5）のうちのいずれか１通でも取扱い 

可能。 

(1) 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書（写） 

(2) 日本年金機構等公的機関による証明書 

(3) 賃金台帳（写） 

(4) 法人の事業概況説明書（写）〔法人税申告書に添付する書類〕 

(5) 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書（写） 

 

1 

（15） 計画書等 一般型 
事業計画書（ただし、計画内容が確認できる場合

は、他の計画書を準用することを可能とする。） 
１ 



DX・カーボン 

ニュートラル型 

以下のいずれか 

① 「産業競争力強化法」による国の事業適応計画

の写し 

②事業計画書（計画内容が確認できる場合は、他の

計画書を準用することを可能とする。）及び「設備投

資応援融資」の資金使途に係る確認書 

1 

計画認定型 

以下のいずれか 

① 経営力向上計画申請書及び主務大臣計画認

定書の写し 

② 先端設備等導入計画申請書及び市町村長計

画認定書の写し 

③ 事業継続力強化計画申請書及び経済産業大

臣計画認定書の写し 

④ 連携事業継続力強化計画申請書及び経済産

業大臣計画認定書の写し 

⑤ 情報処理システムの運用及び管理に関する計

画書及び認定申請書、認定通知書の写し（注

⑥、⑦） 

１ 

（16）特定非営利活動促進法第28条第1項に規定する事業報告書等（特定非営利活動法人のみ）

（注⑤） 
１ 

（17）その他、必要と認められる書類   

（注①）令和３年４月１日以降の初回申込時（全件完済及び否決取下げ後６カ月経過している場合を含む。）は必要（写し

可、原則最近３カ月以内のもの）。２回目以降は変更がある場合等に必要。 

（注②）同一納付期間の申込で、前回までの利用時に提出済の場合は不要。金融機関による納付状況の確認が行われ

ており、信用保証委託申込書の納付状況欄で滞納がないことを確認できる場合は省略可。 
（注③）令和３年４月１日以降の初回申込時（全件完済及び否決取下げ後６カ月経過している場合を含む。）は必要（写し

可）。２回目以降は変更がある場合等、必要に応じて徴求。 

（注④）令和３年４月１日以降の初回申込時（全件完済及び否決取下げ後６カ月経過している場合を含む。）に、保証の関

係者（本人、連帯保証人、担保提供者等）から個別に提出が必要。 

（注⑤）特定非営利活動促進法第２８条第１項に規定する事業報告書等とは以下の書類。 

（１）事業報告書 

（２）計算書類（活動計算書及び貸借対照表）及び財産目録 

ただし、決算を２期以上している場合は直近２期分 

（３）年間役員名簿 

（４）社員のうち 10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面 

（注⑥） 当初の認定から2年を超えている場合もしくは貸付実行までの間に認定の有効期限を経過することが見込まれる

場合、認定更新申請書および認定（更新）通知書写しの提出が必要。 

（注⑦）認定申請書または認定更新申請書の内容に変更があった場合は、認定変更届出書の写しの提出が必要。 

 

（注-１）申込者の納税証明書等 

次の１から６までの当該事業に係るいずれかの納税証明書１通。 

 

 1. 事業税（注※1） 

 2. 所得税（その１又はその３） 

 3. 法人税（その又はその３） 

 4. 府・市町村民税（注※2）. 

 5. 法人府民税 

 6. 法人市町村民税 

のいずれかの当該事業に係る納税証明書１通。 

なお、前期の証明書についても、発行時期が未到来のため添付できない場合は次のいずれか１通。 

事業税、所得税、法人税、府・市町村民税、法人府民税、法人市町村民税のいずれかに係る納税状況を証する書類 

当該事業にかかる課税額ゼロの場合のみ、課税証明書（ゼロ証明）による取り扱いを可能とする。 

（注※1） 事業税の納税証明書で「確定額、納付額及び未納額なし」と記載されているものは取り扱わない。 

（注※2） 府・市町村民税で地方税法の規定により、障害者控除額または寡婦(夫)控除額を控除されたため、所得割がなく

なった場合は、均等割の完納証明で府・市町村民税の所得割があるものとみなす。 



様式第１号 

個人情報の取扱いに関する同意書 

 

     

     年    月    日 

（あて先） 八 尾 市 長 

 

                                        住  所 

                                        氏  名 

 

私は、八尾市設備投資応援融資を申込むにあたり、以下の事項について同意いたします。 

① 融資申込業務及びこれに付随する業務の適切な運営の遂行のため、貴市が下記に掲げる私に関する個 

人情報等を下記目的のために必要な範囲で利用すること。 

② 信用保証料補給金交付事務及びこれに付随する業務の適切な運営の遂行のため、貴市が裏面下記に 

掲げる私に関する個人情報等を下記目的のため必要な範囲で利用すること。 

③ 融資申込が否決または取り下げとなった場合、または担保・保証人の差し替えがあった場合でも、貴市が 

引き続き私に関する個人情報を利用すること。 

④ 貴市が裏面に掲げる私に関する個人情報（過去のものを含む）を裏面に記載する利用目的のために必要 

な範囲で裏面に掲げる者との間で授受すること。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かっ 

 

 

 

 

 

個人情報の取扱いについて 

                                  八  尾  市 

当市は、個人情報の利用に関し、以下に掲げる事項を遵守いたします。 

① 個人情報の保護に関する法律に基づき、以下に掲げる融資申込者の個人情報等を融資申込業務及びこれに付随

する業務及び以下の目的に必要な範囲で利用すること。 

② 融資申込者の本籍地等の業務上知り得た公表されていない情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認め

られる目的以外の目的のために利用しないこと。 

 

＜個人情報＞ 

① 氏名・住所・連絡先・家族に関する情報、決算・税務申告に関する情報、他の保証協会利用状況、相談時に提出い

ただく書類、保証委託申込書・条件変更申込書及び申込後提出いただく書類に記載された全ての情報 

② 就業状況・収入・負債額・資産保有状況・住民票記載事項・相談人に関する情報等、求償権の行使に必要な情報 

＜利用目的＞ 

① 経営・金融・各種制度利用の相談の受付及び各種融資制度利用のご提案 

② 融資申込・条件変更申込の受付 

③ 本人確認・融資利用資格の確認 

④ 法令等や契約上の権利の行使や義務の履行 

⑤ 取引上必要な各種郵便物の送付 

⑥ その他中小企業金融及び信用補完制度の適正な運営 

 

実印 



 

通番 授受先 利用目的 個人情報 

１ 銀行、信用金庫等中

小企業信用保険法

施行令第１条の３、

第１条の４、第１条の

５に掲げる金融機関

等 

①信用保証料補給金

の交付 

②保証承諾への協力 

①振込先金融機関・支店名、預金種別、口座番号、名

義人及び信用保証料補給金交付申請時及び申請後提

出する書類に記載されたすべての情報 

②氏名・住所、決算に関する情報、他の信用保証協会

の利用状況等、保証委託申込書及び申込時及び申込

後提出する書類に記載されたすべての情報 

③保証審査の結果に関する情報 

２ 大阪信用保証協会 ①信用保証料補給金

の交付 

②保証承諾への協力 

①振込先金融機関・支店名、預金種別、口座番号、名

義人及び信用保証料補給金交付申請時及び申請後提

出する書類に記載されたすべての情報 

②氏名・住所、決算に関する情報、他の信用保証協会

の利用状況等、保証委託申込書及び申込時及び申込

後提出する書類に記載されたすべての情報 

③保証審査の結果に関する情報 

 

 


